
議案第４号 

 

 

専決処分事項の承認について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定によ

り、令和５年度嘉麻市一般会計補正予算（第１０号）については、議決を経

なければならないが、同法第１７９条第１項の規定に該当するものと認め、

別紙のとおり専決したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認

を求める。 

 

 

  令和６年２月２２日提出 

 

 

嘉麻市長  赤 間 幸 弘   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 物価高騰等の影響を受けている住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ

課税世帯に対する給付金を支給することに伴い、令和５年度嘉麻市一般会

計補正予算（第１０号）を専決処分したので、提案するものである。 



専決第８号 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

令和５年度嘉麻市一般会計補正予算（第１０号）について、別紙のとおり専

決処分する。 

 

 

  令和６年２月８日専決 

 

 

嘉麻市長  赤 間 幸 弘   


























	議案第4号（専決一般第10号）
	議案第4号（専決一般第10号）2
	議案第4号（専決一般第10号）3kore

